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戦後占領期における学校管理改革と教員の経営参加

一教育研究協議会と f中学校・高等学校管理の手引』から見えてくるもの-

山梨大学平井貴美代

はじめに

五郎裁において個々の成員のコミットメントをし 1かに得るかは常に重要な課題であり、とくに企

業が大きな変革を成就させようとするとき、社員を参加させることは欠かせない方法とされる。

しかし、教育界ではむしろ長らく日本の初等・中等教育機関に慣行的に置かれてきた「職員会議j

としづ教員の経営参加方式が学校の経営活動を阻害するものと位置付けられ、その是正が政策上

の課題とも見なされている。こうした職員会議の運営のあり方をめぐる葛藤が、占領政策に源を

発していることはこれまで指摘されてきたが、その詳細を実証的に明らかにした先行研究はほと

んど見られなかったO しかし、今後の職員会議がどのようにあるべきか判断するためには、それ

が形作られてきた歴史的経路を明らかにし、その運営のあり方が教育とし 1う業務の独自性に由来

するものなのか、あるいは特定の歴史的状況下(とくに占領下)においてのみ適合的で、あるのか

を選りわけることが必要である。

先行研究においてとりわけ注目されてきたのは、占領期に一時期制度化されていた教育経営協

議会制度である。同協議会は 1946(昭和 21)年 10月 3日付けの通牒 f教職員の教育研究協議会

新設に関する件J1によって設置が促されたものの、その一年半後の通牒「教員の教育活動、資

質の向上並びに態度等についてJ2において、その適用面での軌道修正がなされたことで 11950

年頃には、…一全国から姿を消J3した短命の制度であるが、 「学校長司会によらざる教職員の

自主的会合Jとしづ同協議会の制度設計が職場民主化への一種の既得権となって、「職員会議議決

機関説Jに根拠を与えたとするのが、これまで、の定説で、あった40 しかし通牒文を見る限りでは、

「之〔学校教職員会、引用者注)と別個に・・・・・・教職員の自主的な会合が作られ定期的に集合し

て教育上の諸問題を研究協議する」ものとして、職員会議とは別立ての研修や研究面に特化され

た紘織であることが明記されており、同協議会が職員会議に取ってかわり「学校の人民支配とも

いうべき状況が各地に現われたj理由は必ずしも自明とは言えなしφ 。また、 GHQ-SCAP文書を用

いた高橋寛人氏の最近の研究では、 CIE(民間情報教育局)の5齢、指導が文部省の抵抗を押し切る

かたちで、同協議会が制度化されるに至ったフ。ロセスが詳らかにされておりへ先行研究の対文

部省としづ視野を超えて、占領下としづ特別な権力関係を考慮にいれた検討がなされなければな

らないことも明らカ瓦となっている。
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教育研究協議会は、いかなる意図を持って、どのような経緯によって制度化されたのか。はた

して「職員会議議決機関jの先行事例と言い得るのか。また設置されて一年半後の 1948年に、別

の通牒によって協議会が f校長の職権j を侵害することがないよう軌道修正されることになった

経緯はし¥かなるもので、あったか。以下では 1946年 10月の通牒に帰結する教育研究協議会の制度

化プロセスを高橋氏の研究成果を補足しながら押さえたうえで、その 1年半後の 1948 (昭和 23)

年に時IJ度が軌道f~1Eされる脳部こついて GHQ/SCAP 文書の解析を通じて明らかにし、その過程で

見出された制度適用上の課題について学校管理・経営的視野から検討してして。そして論考の最

後では、教育界と同様に経営蚕食的な「労働権Jの拡大を促進させた対日労働政策7との関連性

などを検討したうえで、教育界における経営参加慎行の制度化プロセスの固有性とその意義を改

めて考察することとしたい。

1. 1946年10月3臼付 f教職員の教育研究協議会新設に関する件j の立案過程

教育研究協議会の名称、がはじめて登場するのは 1946(昭和 21)年 10月3日付の通牒において

であるが、その基本理念、は、第一次教育使節団報告書の教師の現職教育に関する提言にすでに示

されていた。報告書は過去の遺産を清算するための臨時再教育と恒常的な現職教育についてそれ

ぞれ4'"'-'5項目の方法を示したが、いずれにおいても第一に取り上げられてし 1るのが「教師会J

(Teachers' Meeting) あるいは「教師の会合J(Meeting of Teachers)である。 CIE教育課は

使節団報告書を一種のバイブルのようにして民主的教育制度の構築を図ったとも言われるが、法

改正やラジオなどを通じた「上からj の現職際教育手法の限界が強く意識されたときに8、その

行き詰まりを打開するための拠り所としたのも、教育使節団報告書の次のような提案で、あった90

どの'判交でも教師会を作ること。各学校は教師会を作り、その会合で問題になってゐるこ

とがらや実際に行はれてゐることなどを、校長に左右されずに (without domination by the 

principal、英語原文は引用者注。)自由に討論することが必要である。..

教師にとって教育上まづ、第一に必要なことは、同僚と会合して互に意見を交換してその感

激を語りあふ機会が与へられることである。それぞれの学校の職員会議はこの必要に応ずる

ためのものであるが、それはまだほんのいと口にしかすぎない。

CIE教育課で教育研究協議会制度の立案を担当したのは、のちに CIE教育課の課長補佐を務め

ることになるトレーナー (]osephC. Trainor)、そして文部省内で担当したのは師範教育課であ

る(この制度が現職教育制度であることの証左である)。両者の折衝は8月から 10月にかけての

計8回に及んだ100 トレーナーが使節団の「校長に左右されずにJとしづ文言を校長を除外した

会合と読み替えて提案し、文部省側の抵抗を押し切ってその主張を貫徹した経緯については、

GHQ-SCAP文書の協議会記録(記録者はトレーナー)から確認することができる 110 文部省側がも
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表 1 教育研究協議会の草稿案の比較表

名称

School Teachers Meetin日
教育研究職員会

Teachers' Meeting fo1' the 
Study of Education 

教育研究協議会
Teachers' Conference for 

Educational Research 

目的・機能 l・TheSchool teache1's' 1 7前文)学校教職員長は従来主1:i:一二、手語教職員会は従来学校長司
meeting will be held on 1して学校長司会のもとに行はれて1会の下に行はれ教育上の諸問題が
va1'ious occasions. but speciall窟り今後も *存続すべきものであJ研究協議せ られ相当の成果と挙げ
attention will be paid to the 1 るが、教職員の創造的意欲を促進~ Iつ」あるので、あるが学校教育民主
following items f1'om the view 1 する見地からこれとは汚IJ 筒に学校~ I化促進の見地から之と別範に学校
point of its being a o1'gan (ofl長の協力機関として教育研究職員j長司会によらざる教職員の自主的
the Reeducation;手書きメモ) 1会を組織し教育上の問題を研究協 |な会合が作られ定期的に集会して
th1'ough the volunta1'Y 1議するやう勧嘆する。 I教育上の諸問題を研究協議するこ
coop巴1'ationof the teache1's 1 1とが望ましい。この教職員会を教
themse 1 ves. 1一、 研究会は各学校単位に設け|育研究協議会(以下協議会と略称

1新教育方針の徹底、教育内容及方1する)と称、しその運営に関しては
・TheSchool teachers' 1法の刷新充実を図ることを目的と |次の如き注意が必要である。
meeting at each school will belすること。 1
a meeting of study and 1 1二、協議会は各学校単位に設け教
discussion. the chief aim of 1 1職員自らに依る 8らの再教育機関
which will be tho1'ough 1 1として新教育方針の徹底、教育内
practice of new educational 1 1容方法の刷新充実を図ることを白
policies and reform and 1 1的とすること。
1'eplenishment of subject 
matter 

校長の参加 1• Regard i ng the o1'gan i zatlQlli t， 1扉究会にほ李校長は参加し
and sub-division of the schoollないのを原則とする
te，ヨchers' meet i ng， the 
selection of th巴 subjectsof 
the discussion 01' chairman. 
&h~ 仇 v 、，、 ~;~~1 "，;11 ~~"ハ・， 1 + 

叫叫ー theteachers and (will; 
手書きメモ) decide according 

六、協議至には学校長は参加しな
いのを原則とするが会員の希望あ
る時は参担十三こと 。 (r特定の

会議に加はることが出来る。 j を
付記)

to the c i rcumstances. 

-校長が参加する会議ノミターンを

例示

協議内容の 1.Principals a1'e to strive to 1八、 研究会はその研究協議した|九、協議否7王手夜蚕m耳元機関た
学校経営へ Iconductschool management 1事項を学校長に報告し、或は有益 iるの本分に貝1)り研究協議せる所に

の反映 lafte1' taking into mature 1な提案をなし、その中特に重要な i基き学校長に報告し 、或は有誌な

consideration the opinions andlものは文部省に上申寸ること。 1提案をなし学校長は之を毒事重し
wishes of a majority of 1 1つ￥自らの資任と権威とを以て学

teache1's both within and I 1校の運営に当ること。

outside of the teachers 
meetlngs -0、協議会はその研究協議した

事項の中特に重要なものは文部省
に上申すること。
学校長は必要と認むるIl寺は之を地

方庁に進達すること。

に
doo 
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っとも懸念したことは、この会が校長の校務掌理権を侵害することで、あった。しかし、 トレーナ

ーは「我々も校長のリーダーシップの機会を侵害しようとするものではなく (校長は今まで通り

職員会議を主催できる)新たに会合を付け加えるだけであり、通牒の原案にも学校経営の権限は

校長にあることが明記されているj から問題ないとして、校長を含めないという基本設計につい

ては、最後まで自らの主張を譲らなかった 120

フーヴァー研究所が所蔵するトレーナーの個人文書に残されている通牒文の草稿3点 (9月 17

13の日付が記されている草稿とその日付が二重線で消されたもの、そして日付不詳の草稿。会の

名称や文面から判断して、日付不詳のものは9丹3日案、 9月 17日の日付が二重線で消された草

稿は 10月 3日案と推測される)から分かることは、会の名称や文面の微修正については、文部省

側の意向が少なからず配慮されたということである(表 1) I 30 最終稿の 10月3日案で、会の

名称が「職員会j から「協議会jへと変更されたことや、自的規定に「教職員自らに依る自らの

再教育機関としてj の一文が加えられたことは、同会が学校管理機能を有するかのような誤解を

避けたいとする文部省側の意向が反映された変更で、あったと考えられる。しかし同時に、文部省

側が修正を試みた校長の関与に関する修正(r参加することJの取り消し線の笛所か7)について

は、またしても退けられることとなった 140 同会が校長の校務掌理権を侵害するものではないと

明言したトレーナー=CIEの立場が貫かれたものと見てよいだろう。

2. 1948年6f)付け通牒による教育研究協議会の軌道修正!こ至る経緯

( 1 )教育研究協議会が「誤用曲解j されるに至った理由

以上の制度化ブ。ロセスから、教育研究協議会制度が教員再教育を目的とする組織であること

について、文部省・CIEともに共通認識をもっていたことを確認することができた。したがって、

同会の運営に学校管理機能をもたせることは立法者意思からの逸脱ということになろうが、そ

もそも苦心して作った通燥の文面は文部省の狙し 1通りに受け止められることはなかったと、師

範教育課員としてCIEとの折衝に尽力した上野芳太郎はのちに証言している。 r二十一年に出し

た通達は、言葉使いには非常に注意をして、これは協力機関である、協力機関だから研究した

成果は校長に報告すべきだ、校長はそれを尊重すべきであるが、自らの責任と権威において学

校経営をやるべきである。そういうことは書いてあるんです。けれども、そうしづ所は余り理

解されないで、、校長を除いた会をやるっていうことが非常に強く出たものですから、それ以来

校長の管理権というものが非常に軽んぜられる傾向を生じたんですJ1 50 同制度の軌道修正を

促した1948年通牒の文面における、 「通牒が、まま曲解誤用せられ、校長の職権を軽んじ、其

の責任を不分明ならしめているやに聞く j との指摘は、上野の証言とも一致する。

1946年通牒が「曲解j された経緯を直接跡付ける資料が見いだせない現状では推測の域を出

ることはないが、よく言われるように、学校管理権の伸長を望む教員(団体)側の思惑がはた

らいた側面は少なからず存在したとは思われる。それに加え、前節で述べた文部省保IJの意図を

po 
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部分的に汲んだかたちでなされた通牒文の修正が、皮肉にも「誤用Jを誘発した可能性を指摘

しておかなければならない。 10月313の最終稿で文部省は会の名称を「教育研究協議会」に変

更したが、この名称は翌年3月11日に教員組合全国連盟(教全連)が文部省と結んだ労働協約

に盛り込まれた「教育協議会j と混同されやすい名称、で、あった。教育協議会は、労働組合の経

営参加制度として当時多くの企業に設置されていた経営協議会の教育版である。経営協議会で

は人事や賃金・処遇の問題にとどまらず経営方針や経理、生産量など経営内容にまで踏み込ん

だ協議が労使関で行われていたとされるが 16、教全連の教育協議会でも、 f人事j磁器IJに関する

事項J (第25条②)や「教育の計画、予算及運営に関する事項J (第25条③)などが、協議内

容に規定されている。 1961年刊行の『現代学校経営事典』の「職員会議Jの項には、 「教育研

究協議会j は米国流の団体交渉を教職員団が行うための「経営協議会方式の口実j としての制

度で、あったと再者を同一視した説明がなされているし、山形県の教育史はより端的に、 「経営

協議会方式の口実として、研究協議会がすりかえられ利用される可能性を十分はらんでいたj

と指摘している i70 このほかにも労働界の歩調を合わせた動きとして、 「生産管理J (経営

者をロックアウトして労働者が「自分たち」の企業を自らの手で管理する闘争手段)の教育版

としての「学校管理J1 8が広がりを見せるなど、労働組合運動が勢いを増した時期に折悪しく

通牒が出されたことが、 「教育界が非常に混乱J (上野)する帰結を招し 1たとも考えられるの

である。

さて、そもそも通牒が出されるべきで、はなかったというのが文部省側の通牒立案時からの一

貫した態度で、あったわけであるが、教育界を混乱させる元[t!となったと言うのが事実であると

するならば、 1948年6月に新たな通牒が出されるまで約2年にわたり、同制度が放置されたこと

はなぜなのだろうか。占領下で、あったからと言えばそれまでかもしれない。 CIE教育課内の有力

者であるトレーナーが協議会の設霞に大きく関与していたことなどが影響したものと推沸jする

ことは容易である。しかし、そうだとすれば、 CIEやトレーナーの威光を抑えてまでも1948年通

牒が出されるに到った理由を、改めて問う必要が生じるだろう。ここで注自されるのが、 『中

学校・高等学校管理の手引~ (文部省、 1950年。以下、 『管理の手引』と略称)の作成指導に

あたるために、 1948(昭和23)年3月初日に来日した特別顧問 (SpecialConsultant) のジョ

ンソン (BurtP. Johnson) の存在である。

(2 )手引書作成指導を通じて知り得た学校管理の窮状

まずは、特別顧問ジョンソンが占領下日本に招耳害されることになった経緯を説明しておこう。

ジョンソンが帰国にあたって教育課長に提出した最終報告書には、陸軍省から fCIEが関連する

中等管理 (secondaryadministration)分野の軍政における 90日間の陸軍長官の特別顧問jの使

命が与えられたこと、使命の目的は「日本における中等管理を改善・拡張するために企画された

プログラムの発展と実行における SCAP-CIEへの助言と支援を行うこと。 CIEと協力してしかるべ
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き日本の教育家に彼らの分野における諸問題に対して助言と支援を行うことJで、あったと記され

ている 190 トレーナーの回顧録には、陸軍省が用意した基金を使って、 “visiting expert" と

呼ばれるさまざまな分野の専門家が、 1-----6ヶ月 (通常は3ヶ月)招月号され、臼本の機関と直接

仕事をしたことが紹介されており(その最も大々的な企画が IFELで、あった) 20、ジョンソンも

おそらくはその枠を用いて招鳴されたものと思われる。同様に陸軍省の要請で「任期 60自ないし

90 13 Jという条件で 1947(昭和 22)年5月に来日したグレアム (MacGr局aham)が、『学校図書館

の手引き』作成に尽力したことは知られているが2¥そのほかにも CIE関係だけで20人以上の

コンサルタントが 1947~48 年に来日したことが、 GHQ-SCAP 文書からは長信忍できる。 ESS が招轄し

たジョゼフ・ドッジの招蒋理由に関する経済財科学局長顧問トファインの証言によれば、

“visiting expert"の招轄には、従来推進してきた政策に f意義を持たせ」、上院・下院の各種

委員会に対して年間支出を説明する際の裏付けを得る目的も含まれていたというが口、ジョンソ

ンはニュージャージー州の高等学校長として州の教育集会の学校管理部門の議長などを務める人

物で、あったので、23、中等学校管理の実務面での支援・助言が期待されたので、あろう。

ジョンソンの招聴決定がどの段階でCIE教育課に伝えられたのか詳しいところは分からない。

だが、少なくとも、ジョンソンが着任するi直前の 1948(昭和 23)年3月初めに中等学校の管理職

向けの協議会の企画がにわかに本格化したことが確認できる。 3月5日の文部省の上級中等学校

課と下級中等学校課の課長を交えた定例週会議の会議記録には、 1948 年の 6~7 月に学校管理に

関する中等学校長対象の地区別協議会を全国 9~10 か所で開催する提案が、予算が通ればという

留保っきでなされ、さっそく計画を進めることが決定されたと記されている 240一会場につき 300

人の校長が参加する協議会を 9地域で開催、日本の 15%の中等学校長が直接受講し、残りの校長

についても間接的に協議内容が伝えられることが見込まれた。さらに呉体的な協議内容として、

(1)中等教育の基本原理、 (2)学校職員 a.良い校長の特徴 b.良い教師の特徴 c.学校職員の民主的

紘織と機能、 (3)学校職員の研修、 (4)中等学校のガイダ、ンスフ。ログラム、 (5)生徒活動のプログラ

ム a.生徒会活動 b.クラブ活動 c.集会計画d.社会活動、 (6)学校プログラムの紙織 a.教育課程 b.

日課・選課 c.学級紙織、 (7)学校施設、 (8)学校一地域開の連携 a.PTA紙織 b.地域資源の活用

c.地域の中心としての中等学校、 (9)学校プログラムの評価、(10)専門職団体、の 10項目が挙げ

られており、これらは3月 17日の会議で提案された手引書項患とほぼ一致する 25
0 1713の会

議では、指導主事・教育長を対象とする研修 (workshop)や中等学校長を対象とする地区別協議

会の教材として手引書 (manual)を作成する委員会をただちに立ち上げるべきこと、そして 3月

末に来日するジョンソンが滞在期間90日をかけて手引書作成に携わる計画が伝えられた。手引書

作成委員の選出にあたっては、都道府県指導主事、高等学校校長・教諭、中学校校長・教諭の各

カテゴリーごとに日本各地から選出すること、教員組合等の団体代表としての立場での参加を認

めないことなども申し合わされている260

ジョンソンは、 4月613の委員との初顔合わせの会合以降、手引書の各部に対応する 5つの部

∞∞ 
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会との会合を精力的にこなしたのちに、 4月 13日には各部会の代表者からなる中央協議会を招集

し、 “Democratic"などの重要用語の共通理解や章タイトル、次の会合までの業務内容の確認な

どを行っている 2I。その後もジョ ンソンは毎週の部会開催に加え、ときどきに中央協議会、全体

協議会などの会合をもち、委員に中等学校やadministrationのイメージ形成を図るべく様々な働

きかけを行っていった。たとえば4月 2713の全体協議会では、良い中等学校の標準をテーマにあ

るべき教育上の機能について協議が行われ、1.個人の差異への関心、 2.継続的な成長の機会、 3.

その時々の意味ある活動、 4.すべての子とeもが帰属意識をもつこと、 5.心的・肉体的・感情的成

長のための対策、 6.平均的な子どもの「要望」、 7.地域生活に結びついた学校フ。ログラム、 8.地域

のニーズへの学校の適応の各々の機能をめぐり活発な協議が行われた28。ジョンソンの最終報告

によれば、部会会合の前半30"'"'40分は中等教育一般に係る論点に関する議論に、また後半の 1時

間半は質疑応答や手引書執筆に関わる嫌々な議論を行うなど、討議過程を重視した執筆指導に取

り組んだ様子を窺うことができる 290

さらにジョンソンは忙しい作業の合間を縫って 9都府県の学校の訪問調査を行い、数多くの学

校管理職・教職員と協議し、高等学校長協議会の準備会や全日本中学校長会の総会で、演説を行っ

ている。訪問調査の目的は、 f基礎的なニーズ、や学校の状況や紘織、管理方法および過程に関する

直接的な情報を得るJことと、「教師や校長たちと話をして、彼らの問題や彼らを支援する方法を

探るJことにあった。ジョンソンがわずかな滞在期間のうちに接点を持った校長は、計 956人に

ものぼった。

表2 ジョンソンの訪問実績

都道府県 会合の種類 校長の出席数

東京都 協議会一言撤 36 

2 神奈川(横浜) /1 /1 41 

3 神奈川(藤沢) 11 11 32 

4 栃木 JI /1 63 

5 千葉 11 11 19 

6 奈良 11 11 27 

7 岡山 11 11 39 

8 神戸 11 11 37 

9 京都 /1 11 61 

10 日本 日本校長代表者委員会との協議 62 

11 日本 全日本中学校長会におけるスピーチ 660 

合計 956 

(注)ジョンソンの最終報告書7頁を日本語訳。
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周到な討議プロセスを経て各部会から原稿が提出されたのちも、ジョンソンの編集作業には多

くの困難が伴ったようである。 5月2213の週報告では、良し、 administrationに関する知識・経

験の不足によって部会から提出された原稿の形式が整わず、ほとんど意味のない内容となってい

ることや、引用や注記抜きに適当な本をコピーした内容となっていることなどをこぼしている 300

果たして日本人の administration理解には、どのような問題があったのか。早い時期からジョン

ソンは、自本人の administration理舟卒が、その民主性についてよりもむしろ効率性の観念に欠け

ることなどを指摘していた31 しかし 5 月上旬の関西地方への訪問旅行(表 2 の 6~9。文部

省の求めに応じたもので、あった0) をきっかiナとして、 administration理解の問題について「異

なる像 (differentpicture)jが見えてきたともジョンソンは記している。少し長い引用になる

が、ジョンソンの週報告の該当箇所を示してみよう 320

これらの協議会と訪問は多くの情報に富んだもので、あった。夜、は、遠方にあるこれら地域

の校長たちが直面する問題のいくつかについて、いささか異なる像を受け取ったO 校長たち

は、学校管理責任を得ょうと画策する教員組合の問題に直面し、ほとんどその圧力に対抗す

る力がないように見える。彼らは真の支援を必要としており、それが得られなければ他の努

力も無となるであろう。

協議からはまた、手引書の中で、留意すべき事項についての情報として、とりわけ校長の責

任と物事を遂行する方法に関しての詳細を書く必要があるという情報を提供してもらったO

ジョンソンが関西地方の訪問旅行中に気づかされた校長の直面する問題に関する「異なる像J

は、手引書の内容面に活かされるということを超えて、教育研究協議会の軌道修正へと結び、つい

ていくことになる。その経緯は節をあらためて描いていくこととしよう。

(3)教育研究協議会制度を批判したジョンソンの最終報告書

急ピッチで、作業を進め手引書の編集をほぼ完了したジョンソンは、 6月初旬に教育課長オア

(Mark T. Urr)に最終報告書を提出して帰国の途についた。 16頁にわたる最終報告書には、手

引書指導や訪問調査など 50日間に取り組んだ活動のあらましと、それを通じて得られた知見、お

よびCIE教育課の今後の取り組みに対する勧告が盛り込まれていた。ここで注目されるのは、得

られた知見として挙げられた 13点のほとんどが校長の学校管理を鴎難とさせた政策上の問題点

で、あったこと、そして教育研究協議会制度の運用上の誤りが国難の元凶となっていることが、明

確に指摘されていたことである 33。その概略は、以下の通り。

1 中等学校長は、校長職向けの特別のトレーニンク守をほとんど受けていない

-90-
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2 大学には、校長がその義務や機能をよりよく理解できるような中等教育管理に関する通

年もしくは夏季集中のコースがまったく設置されていない

3 CIEの施策のほとんどは一般教員向けの教育フ。ログラムの内容に関するものであり、そ

れらプログラムを推進するリーダーであるはずの校長に対するものがほとんど用意され

ていない

4 すべての校長は、 CIEの指令に基づき 18か月前に文部省から与えられた指示を曲解する

ことによって校長は教職員の会合から排除され、そのため学校を統制する力を失い、教職

員の協働による学校フ。ログラムの進行がますます困難になっていると感じている

5 ほとんどの校長が、現行の良いプログラムを取り入れることに大変興味を持っているが、

実行するうえでは口頭及び書面による支援を多く必要としている

6 校長たちは教員組合が教育フ。ログラムの効率性を阻害していると感じており、同時に校

長と教員が協力して中等教育のフ。ログラムの再構築を行うべきと感じている

7 校長たちはトレーニングの非効率性や怠慢により、健康面や危機管理についての注意が

著しく不足している

8 校長たちには、良し場E織の概念、がほとんどない

9 校長たちは、監督の構成要素についてまったくと言っていいほど分かつていない

10 校長たちは、広い視野でガイダンスを理解することができていない

11 中等教育における職業教育の実践に注意が払われておらず、とりわけそのことは、カリ

キュラムや教科内容の構成において著しい

12 校長たちは時間の制約のなかで物事を進める観念を、まったく有していない

13 民主主義がほとんどの校長や教員に誤って理解されている

そしてジョンソンは、上記問題への対応を含め CIEの今後の取り組みについてまとめた勧告文

において、次のように教育研究協議会通牒の軌道修正を強い口調で求めていた340

顧問は数千人の校長との(個人的またはグループで、の)話し合いを通じて、 18""-'20か月前

に通知された、あるいはCIEから後援された指令に対して、校長は所属教員たちと会合する

ことができないのだというたいへんな誤解をしていることを見出した。

筆者は指令の写しを手にすることはできなかったが、もしも指令が校長と教員たちとの会

合を禁止していないとするのならば多くの校長がそのように誤解しており、その誤解が教員

や教員組合に利用されて、そのような会合を禁止したのと同様の効果を及ぼしているという

ことになる。指令はその内容如何に関わらず、直ちに明確化されるべきである。校長の能力

が乏しいかどうかなどとしづ問題ではない。校長が学校改善の支援を受け、中等教育のプロ

グラムを再構築しようとするのならば、必要に応じて教職員とともに話し合い、ともに仕事
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をする機会がほしいと感じるはずである。指令の明確化をなすべし。さもなくば、あらゆる

規則や管理は侵害されるだろう。

ジョンソンの報告書の日付は6月4日。そして、教育研究協議会の軌道修正を指示する通牒、

発学 57号文部次官発「教員の教育活動、資質の向上並びに態度等についてjが都道府県知事教員

養成諸学校長宛に送られたのは 同月 8日付けで、あった。両者の関係を示す資料は今のところ確

認できていないが、すでに『時事通信 内外教育版~ 4月22日号は文部省が、「教師の欠勤、職

場放きが著しい傾向にかんがみ、ちかく通知を発し学校教育法第二十八条を再確認させ、学校長

の監督権の強化、教員の職務怠慢を一掃する対策を講ずることになったJ35と報じており、おそ

らくは通知の成案がなる最終段階で教育研究協議会に関する一文が盛り込まれたのではないかと

いうのが筆者の推測である。というのも、『内外教育』による報道の直前の4月 16日の文部省と

CIE教育課との協議記録には、文部省が提出した通牒文原案(教育研究協議会への問題指摘を含

む)に対して、 「提出された声明は不適切で、いくぶん混乱しているj とCIE教育課が評価し、

修正を加えて再提出するよう助言したことが報告されていたからである 360 少なくともこの段階

では、教育研究協議会を問題視する文部省に対して、 CIE教育課はほとんど理解を示していなか

ったことが分かる。しかし、幸いこの会議にはジョンソンが同席しており、恐らくはこのことが

布石となってジョンソンの最終報告書の作成、さらには 1948年6月通牒に結びついていったもの

と考えられるのである。

3. 教員の学校経営参加と administration

( 1 )広義のデモクラシーと教育研究協議会

米国教育使節団及びCIE教育課によって日本に持ち込まれた、民主主義原理にもとづく教育経

営管理の考え方は、デューイ(John Dewey)の提唱した広義のデモクラシーの影響が色濃く反映

されたもので、あった。デ、ューイは、それまで統治機構としての効率性や経済性をめぐって評価さ

れてきた狭義のデモクラシーの観念に対抗して、道徳的理想、としてのデモクラシー(広義のデモ

クラシー)の思念と実践の在り方を追究した 370 その広義のデモクラシ一実践のターゲットとし

たのが工場と学校であり、とくに学校については 1937年に公にされた“Educationand 

Administration"において、職場の民主化という観点から詳しく論じている。 r実践の成果を将来

の経験の一部とするために何よりも会話が求められる仕事があるとすれば、それは教えることで

ある。・・・・・・成功するための方法や成果に関する教員たちの情報を活かす場が与えられず、学校

の政策面全般への来断裁的効果に結びつけることができないとしたら、なんと無駄なことであろう

かJ38。教員が学校の意思決定過程に参加することは、彼らの前向きな責任意識や関心を育てる

とともに、管理経営面でも成果があるのだ、とするデューイの主張には、教育研究協議会制度の一

つの原型とも言い得る考え方を窺うことができる。
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デューイの論考“Educationand Administration"が発表されたのは、全米教育協会 (NEA)の

教育長部会 (Departmentof Superintendence)の定例会においてで、あった390 当時の NEAが、

進歩主義にもとづく初等教育のカリキュラム改革案を作成するなどデ、ューイの強し 1影響下にあっ

たことを鑑みれば40、デ、ューイの学校現場の民主化を促す提案が学校管理経営層に少なからぬ影

響力を及ぼしたことは確実である。 CIE教育課員の多くは進歩主義を信奉する第二世代であり、

第一世代である彼らの指導者から伝統的教育手法に対する憎しみを植え込まれていたとの指摘も

ある 4]。そして、 CIE教育課員のなかでも「戦前の教育システムをもっとも腹蔵なく酷評したの

がトレーナーで、あった」としづ。 トレーナーは、おそらくは教師の専門職性に信頼をおき、教育

研究協議会がそれを助長する為の有益な手段となり得るものと確信していたのであろう。しかし、

そのトレーナー自身が後年の回想録では、教員組合員たちが経営管理的野心を満たすために協議

会を利用するようになったことを、「予期せぬ発展J(unforeseen development)で、あったとも記

している420 通牒文が正しく理解されず「誤用j されたのは CIE教育課としては想定外の事態で

あったのかもしれないが、そもそも彼らが果たして教育の民主化と言った漠然としたイメージ以

上の、 administration(経営管理)の現実的な機能、そこにおける校長の役割といった知識を具

備していたのかどうかということになると、かなり疑わしい。

一方、 CIE教育課特別顧問のジョンソンは中等学校の経営管理の実務家であり、研究者でもあ

った。民主的であるべきとしづ規範に偏った CIE教育課の指導の実態を批判する目をもち、その

問題を指摘することのできる立場にもあった。ジョンソンが作成の指導にあたった『管理の手引J

のまえがきは、次の一文から始まる430

中学校・高等学校の学校管理の指針として、本書を刊行するにあたって、一言触れておかね

ばならないことは、わが国における学校管理の望ましいあり方は、民主的であると同時に教

育的であり、旦つ能率的で、なければならないということを、この委員会が特に強調したこと

である。

民主的・教育的・能率的な学校管理とは、具体的には手引書第六章「中学校・高等学校の来H織

と管理jの次の説明を読めば分かりやすい。「本来、学校が希求している目標というものは、その

学校に関係ある人々の、自由に積極的に参加した所産が方針と企画と方法とになる場合に最もよ

く達成されるのだから、それは民主的でなければならなしリ。また「民主的Jであること、すなわ

ち f責任をもって積極的に参加することは、民主主義下の教育が強調している個人の成長と発達

ということを達成する最上の方法jであるから「教育的jであるし、「学校に関係している人々が、

責任を分かちあって協力する能力をーそう増進させるJことが「能率の増進に反映するJ。ジョン

ソンおよび委員会は、民主的・教育的・能率的を f三つの準拠Jとして、「学校の組織と管理の長

短についてのもっとも重要な指標j に等しく位置づけていたのである。
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ジョンソンが民主主義的な経営管理論に一定の距離をおくことができたのは、あるいは彼が中

等教一育の実務家で、あったからなのかもしれない。NEAの初等教育カリキュラム改革案が進歩主義

の強い影響下にあったことは既述したが、中等教育のカリキュラム案は 1944年としづ冷戦期への

時代の変わり目の時期に公にされており、すで、に進歩主義の退潮期にあった。デ、ューイの広義の

民主主義にもとづく経営管理論は近年でこそ再評価の機運にあるが、本国米国においてはさほど

の影響力を持ち得なかったとされる 44。デ、ューイのデモクラシーの理想主義的考え方には、現実

主義者やエッセン、ンャリスト等の論敵も多かったので、あるO 現実主義 (realism)の立場から言え

ば、経営管理事項への参加の手記支は、職能的関心と貢献能力にもとづいて、決められるべきであり、

プラグマテイス卜が言うように誰もが共有すべきものではない。すべての成員が等しく政策形成

の資質を具備しているわけではない以上は、成員からの意思表明等を経営管理のパターン全般に

効果的に沿う限りにおいて適用する権限は経営管理者が有しているということになる。「経営管理

者は・・・・・・集団が行動を起こすのを辛抱強く待ち、信頼を置く姿勢を示すべきであるj といった

プラクザマテイズム的発想は、現実主義者からすれば非効率的かつ、組織の持続性や統合性を害す

るものでしかなかった450

(2) W管理の手引』が示した aaninistrationのあり方

既に述べたように、ジョンソンは「正ししリ administration理解やその現実的な機能、そこに

おける校長の役割などを学校管理の手引書のなかに具体的に示すことで、 CIE教育課の占領政策

を軌道修正し、無力な立場に置かれた校長の支援を試みようと意図していた。その意図は、彼が

編集を指導した学校管理の手引書にどのような形で反映されたのだろうか。その手掛かりとして、

ジョンソンが指導した手引書に前後して編集が進められていた学校管理関連の文部省手引書の章

構成を比べてみることとしよう。表3に示したように『管理の手号Ijは3冊の中でももっともペ

ージ数が多く、盛り込まれた学校管理関連の領域も多岐にわたる。文部省職員だけで執筆・編集

した『新しい中学校の手引』や46、 『管理の手引Jと同様に初等教育家・行政担当者と文部省職

員からなる委員会を立ち上げたものの、編集指導は教員養成を専門とする CIE教育課初等教育班

員が担当した『小学校経営の手号Ijとでは47、その専門性における差は明瞭である。また、章題

に f校長jが頻繁に登場するのも『管理の手引』の特徴である。

『管理の手号IJJが刊行されたのは 1950(昭和 25)年 3月と文部省手引書のなかでは後発組に当

たる。着手時期は『小学校経営の手引J、 『新しい中学校の手引』が 1947(昭和 22)年8月に対

して、 『管理の手引』は 1948(昭和 23)年 3月と半年程度の遅れで、あったが、発行時期は 1年後

となった480 刊行が他の2冊の手引書の一年遅れとなった理由は、手引の作成過程の違いによる

ものと思われる。 w新しい中学校の手引』と『小学校経営の手引』の場合は和文による原稿を英

訳させ、それを読んだCIE教育課員が修正個所を指示して完成させたのに対して、『管理の手引』

の場合はジョンソンの英語原稿を CIE教育課が加筆・修正し、その後に全文を和訳したのちに文
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表3 文部省手引書の章立て比較

小学校経営の手引 新しい中学校の手引 中学校.rEi等学校管理の手引
(1949.2.15発行) (1949.2.20発行) (1950.3.30発行)

1 現代の小学校教育 l 中学校の根本的性格 第l部現在の中等学校

2 小学校の教科課程 2 生徒の特徴 l 中学校・高等学校管理の基本原理

3 小学校の教育組織 3 教科課程 2 中学校・高等学校教育の目標と機能

4 異常児童の教育 4 教授方法と教育技術 3 優秀な中学校・高等学校の基準

5 小学校における指導 5 中学校生徒の指導 第2部校長職

6 児童の健j東 6 特殊教科活動 4 中等教育における校長の地位

7 学校と郷土社会 7 市民としての教育 5 民主的指導者・管理者 ・教育者とし

8 小学校事務の運営 8 学校の組織 ての校長

9 小学校の建築と設備 9 学校の職員 第3部組織と管理

10 真の指導者としての校長や 10 中学校の校舎 6 中学校 ・高等学校の組織と管理

指導主事 11 教授設備 7 学校事務所の組織、学校施設の管理

12 学校図書館 8 日課表

13 新制高等学校及び小学校と 第4部指導と生徒役員

のつながり 9 指導計画の組織と管理

14 学校と社会 10 特別教育計画の組織と管理

15 新制中学校の評価 第5部 学校における指導計画の改善

11 教科課程の構成および組織

(総ページ156頁、 25円30銭) (総べージ303頁、 68円10銭) 12 生徒進歩の評価・報告 ・記録

13 特別施設

14 中学校・高等学校における監普

第6部学校と地域社会

15 校長・学校および地域社会

(総ページ357頁、 81円90銭)

部省・ CIE教育課の双方で校正するとしづ手11慎がとられており 4(1、他の手引書より複雑な作業

工程となった分、時間が余計にかかったのであろう。 CIE教育課はジョンソンの原稿について「基

本的には大変すぐれているJと評価しつつも、日本の学校管理の実状に近づけるための修正が必

要と判断し50 、半年間にわたり加筆・修正を施した。その結果、手引書の英文原稿はジョンソ

ンの原文の約2倍、英文タイプ原稿の総頁数は 380ページにも膨れ上がることになった510

したがって現在見ることができる刊行本はCIE教育課の加筆修正後のものとなるが、 GHQ/SCAP

文書のジョンソンの英文原稿と比較したところ、章立てを変更するような大幅な修正はほとんど

なく、基本的には内容面の拡充にとどまるもので、あったO 表4に示したように、 CIEがジョンソ

ンの来日当初に示した手引書の章立て原案52と比べてみると、ジョンソンの原稿の内容はCIEの

原案とほぼ一致しており、ジョンソンが基本的にはCIEの原案に沿ったかたちで編集作業を進め

ていたことが分かる。その一方で際立った修正点として、章題の変更などによって校長職への力

点を強めていることが指摘できるだろう。すなわち、第2部として校長職 (Principalship)を明

確に位置付けたことや、巻末の付録として校長と他の機関・職種との関係を規定する条例

F
h
d
 

A
可
U



『学校経営研究』第 37巻 2012 

(Administrative Code)を追加していることなどが、それに当たる。ジョンソンは、手引書を通

じて校長職の理念上および規定上の明確化を図ろうと意図していたのである。

じつはGHQ/SCAP文書に残されているジョンソンの英文原稿には表4の章立てのうちの一部が

欠けており、第2"'3章と付録の原稿についてはその存在を確認することができなし1530 第2"-'

3章の欠損の理由は不明だが、付録に関しては、ジョンソンの最終報告書に「米国における調査

を経て完成する予定J54と付記されていた。さらに CIE教育課の 1948(昭和 23)年 10月 14日

付の週報告に「条例のー提案」と題された付録を改訂したことと、その原稿はジョンソンが帰国

後に作成したものがもととなっていると記載されていることから 55、少なくとも原文は存在した

ものと推定できる。それにもかかわらず、ジョンソンの苦心の条例案が刊行本で削られた理由は

定かではないが、あるいは手引書の性格にそぐわないものと判断されて、省かれてしまったのか

もしれない。付録の原文が石島容できないので確かなことは言えないが、ジョンソンが手引書本来

の内容を超えて条例案を追補しようとしたことは、日本の校長の脆弱な立場を法的に保証したい

という強し

(3) ~管理の手引』の活用実態

ジョンソンが手引書において示した新しい学校管理のあるべき姿は、実際どれほどの影響力が

あったのだ、ろうか。~管理の手引』の出版が、占領終結が見えてきた 1950 (昭和 25)年3月にま

でずれ込んだことも一因ではあるが、概して同書を含む文部省手引書の学校現場への影響力につ

いては、これまでさほどの重きを置かれることはなかった。しかし、少なくとも『管理の手引』

について言えば、刊行本が出版される以前から、さまざまな機会を通じて紹介されたり、あるい

は活用されたりしていたことが GHQ-SCAP文書の会議記録等から読み取ることができる。

これまで確認できた活用例のうち最初のものは、ジョンソンが手引書の編集作業を行っていた

1948 (昭和 23)年5月22日に、私立学校協会の総会でCIE教育課オズボーン (M.L. Osborne) 

が行ったスピーチである。オズボーンは『管理の手引Jのうちすでに校了していた2つの章の内

容をもとに、 「民主的教職員関係Jと題して、 「校長の職責と教職員との関係、教職員への権限

の委託や生花組織の問題に関する話題と、校長が学校を民主的に管理する方法について議論し

たJと報告している 56。次の活用例としては、 『管理の手引』の l年前に刊行された『新制中学

校・新制高等学校望ましい運営の指針jJ (1949年4月10日発行。以下、 『望ましい運営の指

針』と略称)の内容面への反映である。中等学校の質的基準について法的強制力をもたない指針

としづかたちで示すことで、量的基準としての法規を補うことを目的に刊行された同書では、「中

等学校の望ましい特性の主たるものJの各項目ごとにいくつかの設聞が設定され、 「望ましい特

性が満たされているかどうかを確認するj構成がとられたが、その全20項目中 11項目の「参考

書j欄に『管理の手引』が挙げられていた570

『望ましい運営の指針』の作成については、 CIEが『管理の手引』の加筆・修正の作業に取り
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表4 CIE教育課の原案とジョンソンによる英文原稿、刊行本の章立て比較

CIEが示した手引書原案

1 ADMINISTRATION IS DERIVED 
FROM PURPOSES OF THE SECONDARY 
SCHOOL 

2 ORGANIZATION OF SECONDARY 
EDUCATION IN THE COMMUN1TY 
3 WHAT 1S EDUCATIONAL 
LEADERSHIP? 

4 ORGANIZATION OF THE SCHOOL 
STAFF AS A DEMOCRATICALLY 
FUNCTIONING UNIT 

ジョンソンの原稿 『管理の手引j] (刊行本)

Secondary Education Today 
1 Guiding Principles of 
Secondary Administration 

2Aims and Functions of Secondaryl2中学校・高等学校教育の目標と機
Education 1白を
3 The Criteria of a Good 
Secondary School 

The Principalship 
4 l~e Principal as Dernocratic 
Leade~ Administrator and 
Educator 

第 l部現在の中等学校

l中学校・高等学校管理の基本原理

3優秀な中学校・高等学校の基準

第2部校長職

4 中等教育における校長の地位

5 THE PROGRAM OF THE SECONDARY 15 The Organization and 15民主的指導者・管理者・教育者と

SCHOOL IAdministration of a Secondary Iしての校長

6 ORGANIZING AND ADMINISTERING IOrganization and Management I第3部組織と管理

THE GUIDANCE PROGRAM 16 Administration and the Staff 16中学校・高等学校の組織と管理

7 STUDENT PARTICIPATION AND THEI;'c~~~~n~~~7~~~~~f~th= ~;h~~l 17学校事務所の組織、学校施設の管
IC肝 ice-Administrationof the I理STUDENT ACTIVITY PROGRAM I:::~L" ~~ "~'''..a~~LU_LV'' ~L C"，" I 
IPlant I 

8 PROV1SION OF HEALTH SERVICES 18 The Daily Schedule 18 日課表

9 ORGANIZATION OF THE SCHOOL 
PROGRAM 
10 SUPERV1S10N OF TEACHING BY 
THE PRINC1PAL， AND USE OF 
TEACHER CONSULTANTS 
11 SCHOOL-COMMUNITY 
RELATIONSHIPS 
12 EVALUATION OF THE SCHOOL 
PROGRAM 

Guidance and Pupil Personnel 

9 Organization and 
Administration of the Guidance 
Program 
10 Organization and 
Adminisration of the Students 

Improvement of Instruction 
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13 RELATIONSHIP OF THE 

14 THE SCHOOL PLANT 

15 EDUCATIONAL ACCOUNTING 

16 CONDUCT1NG THE BUS1NESS OF 
THE SECONDARY SCHOOL 

14 Supervision in the Secondary 
School 

Public Relations 

15 The Principal. the School， 

and the Community 
Appendix 1 -Administrative 
Code 
1. Principal -Board of 
Education and Superintendent 

2. Principal 

3. Principal -Administrative 
Assistants 

4. Principal -Teachers 

5. Principal -Janitors 

6. Principal -Visual Education 

7. Principal -Lunch Rooms 

8. Principal -Athletics 

第4部指導と生徒役員

9指導計画の組織と管理

10特別教育計画の組織と管理

第5部 学校における指導計画の改善

11教科課程の構成および組織

12生徒進歩の評価・報告・記録

13特別施設

14 中学校・高等学校における監督

第6部学校と地域社会

15校長・学校および地域社会
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組んでいたのと同時期の 1948(昭和 23)年8月に、文部省内の中等教育部門に系出哉された委員会

のもとで開始され58、同年 10月に校了するというスピード、仕上げであったo 10月7日付けの逓

報告では、 「中等教育の指導主事・教育長向けの研修」や中学校・高等学校の校内研修等で活用

する見込みであるとも報告されており、おそらく同年 10月4日より開始された第 1期教育指導者

講習会 (IFEL)で使用することを想定して、作業を急いだものと思われる 590 ~管理の手引』に

ついても、同書の校了が報告された 1949年 1月6日の会議記録には、この著書がすべての中等学

校に配布され、また次のような用途で用いられることなどが表明されている 600

この出版物を次のような目的に用いられることが望まれる。

A. 校長向けの協議会の基本原理として

B. 第2期 IFELで用いる参考図書として

C. 教師教育機関における学校管理に関する標準的テキストとして。ただしその場合は、適

用について慎重な取扱を行うこと。

D. 教育委員会や教育長、校長および教師が学校管理に携わる際の実践書として

果たして『管理の手引』は、当初見込まれたような方途でじっさいに活用されたのか。全中等

学校への配布については、当時の用紙の供給不足や文部省予算の逼迫からおそらく実現すること

なかったと患われるが、協議会等での活用例は散見される。たとえばAの用途の活用例としては、

1949 (昭和 24)年 2月に東京都内ほか4カ所で開催された中学校長を対象とする協議会がある。

同協議会の準備段階で文部省と CIE教育課が行った打ち合わせ会で、は、協議会で話し合われる 4

つのトピックのうち f校長の義務と責任Jの講義と討議を、『管理の手引』の第4、5章と『新し

し1中学校の手引』の第7章、および『望ましい運営の指針Jの第7項を基本に準備することが、

文部省側より説明されている 610 学校管理分野がはじめて対象となった 1950(昭和 25)年度の

第5期、第6期 IFELの研究収録でも、本書が頻繁に参考文献檎に記載されていた620 地方にお

ける校長向け協議会でも、たとえば 1950(昭和 25)年 2丹、同年5月、そして翌 1951(昭和 26)

年 10月の計3回にわたって開催された千葉県の学校管理研究集会で、は、講義やワークショッフ。等

で『管理の手引Jが活用されたことが、報告書「研究集会録学校管理」の参考文献欄に示され

ている 63 。間報告書には3回の協議会が、リーダ一層対象の集会から「小中学校長の全員参加j

による全2日間の集会(県内 11ヵ所の会場に分散、全2日間)、そして参加者が協議会当告だけ

でなく準備期間も含め比較的長期にわたり主体的に取り組むワークショッブ。形式の研究集会(小、

中、高学校長全員が対象)へと段階的に発展してし 1く経過が詳述されており、研究集会の影響が

千葉県内の全学校種の管理職全体に及ぶもので、あったことが確認できるG 今のところ把提できて

いるのは千葉県の一例のみであるが、この時期にCIE教育課がワークショップに力を入れていた
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ことを思えば64、おそらく他の都道府県でも何らかの取り組みが行われ、それとともに『管理の

手引Jの影響が一定程度及ぼされていったと考えることは可能であろう。

『管理の手引』が実際にどのHU支読まれたのかということについては、上述の事例以上のこと

は言えないが、少なくとも問書の編集や改訂作業に携わった文部省職員やCIE教育課員には少な

からぬ影響を与えたはずであり、彼らの administration認識や校長職像に反映されることで学校

現場に一定の影響を及ぼし得たと考えることには、さほど無理はないであろう。たとえば、 CIE

教育課が 1949 年度(正確には 1949 年 1 月 1 日 ~1950 年 3 月 31 日)の中等教育計画の第ーに、

「中等学校の校長を対象に効率的かつ民主的な学校管理の原理と実践を習得させることJを掲げ

たことには、 CIE教育課員の administration認識の変化を読み取ることができるし65 、 『管理

の手引』の編集委員の一人として携わった文部省中等教育課長の太田周矢が、先述した千千.葉県の

第3回白の研究集会に招かれて学校管理の講義を担当した際には(報告書 lωO頁)λ、手ヲ引!書書;作成i過品

程で、得

いつたん定着した校長の在り方に変更を迫るほどの力を手引書が持ち得たかどうカか瓦ということに

なると、やはり限界はあつたと言わざるを得なしい¥県独自で管理職の研究集会を開催した千葉県、

あるいは GHQ地方軍政部が主導して校長たち自らが総織をっくり、協議会を開催するよう促した

秋田県など66、校長の地位回復の取り組みに熱心で、あった地方もあれば、中央やGHQへの依存体

質が強く独自の取り組みを行えない地方も存在した670 そうした違いがその後の校長の地位や権

威のあり方、学校内の意思決-定構造などの差異を生みだす要因となったと推測することは、現在

の実態とも符合する解釈と言えそうである。

おわりに一一教員の学校経営参加の可能性と課題一一

戦後教育界に一定の影響力を及ぼしてきた「職員会議議決機関説j などの、教職員経営参加

方式の起源とみなされている教育研究協議会制度が、じつは教員再教育を目的として設置され

たものであり、同会に学校管理機能があるかのごとく運営されたことは立法者意思から逸脱す

るもので、あったということは、高橋寛人氏などの先行研究の指摘を改めて裏付けることができ

た。ただしその逸脱の理由として、教員(集団)の学校管理権を伸長したいとの思惑から意図

的になされたと考えるだけでは、単純に過ぎるかもしれない。通牒の作成過程を子細に見てい

くと、立法者意思を明確化しようと意図した文部省側からのはたらきかけ(会の名称変更)が

皮肉にも「誤読」を誘発した可能性を考えざるを得ないし、何よりも経営管理と教育面の意思

決定機能を、それぞれ職員会議(狭義のデモクラシー)と教育研究協議会(広義のデモクラシ

ー)とし 1う2種の会議態に分担して担わせようとしたCIE教育課の立法者意思そのものに、少な

くとも当時の実態からすると無理があったというのが本稿の一つの結論である。

教育面の意思決定過程に校長の参加を認めないとした教育研究協議会の制度設計には、校長の

専門性が管理経営面に特化するかたちで発展した米国と、教員としての職能発達の延長と見なさ
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れてきた日本との違し 1が十分に認識されないまま、理想の制度設計を押し付けてきた CIEの拙速

さが見え隠れする。 1946年通牒が発された亘後の 10月9日付教育課長オア宛の報告書でトレー

ナーは、「この協議会は、校長が教員を支配することをやめさせるものであるが、校長による専門

的で適切な学校管理に対して何ら脅威となるものではなしリ 68と述べているが、そうした予定調

和が成り立つためには、教員と校長との職務範囲とそれに応じた職務の専門性の違いが明確化さ

れていることが前提となる。しかしながら日本では、今臼に至るまで校長の掌る「校務Jの範囲

や教員の担う「教育j との関係が論争的であることからも、そうした前提が必ずしも成り立ちえ

ないことは明らかで、あった。そもそも、成員全員がデモクラシ一実践に関与することが必ずしも

効率性や経済性につながらないことは、かつて現実主義者等が批判したことで、あったし、今自再

評価の機運にある partic.ipation論等においても評価の分かれるところである 690

そうした制度設計上の難点を抱えた教育研究協議会について文部省とCIEがとった対策は、新

たな通牒 (1948年通牒)を発することで、立法者意思に沿った運営を行うよう軌道修正を促すこ

とで、あった。本稿では、その過程に、当時、学校管理の手引書の作成指導のため来日していた

特別顧問ジョンソンが関与した可能性を指摘した。ジョンソンが編集を指導した(骨格は彼が

直接執筆したと想定される) ~中学校高等学校 管理の手引』に示されたadministration認識

は、 CIE教育課のスタップが抱いていた民主的特性に偏った認識と比べ、現実主義的な側面にも

配慮されたよりバランスのとれたものであり、また、その校長の責務を強調した記載内容には

1948年通)擦を補う意図が感じられる。ジョンソンは、この手引書が当時の学校管理職が置かれ

ていた窮状を打開する有力なツールとなることを期待し、帰国直前まで編集・執筆に尽力した

のであるが、ただし一片の通!様、あるいは手引書が、いったん定着してしまった校長のあり様

に変更を迫るほどの力を持ち得たのかどうかとなると、確かなことは言えない。占領下という

特殊な環境下におけるCIE教育課の権力は絶大なもので、あったが、その彼らにしても個々の学校

レベルにまで影響力を及ぼすことが困難で、あったことについては、たとえば1949年2月開催の中

学校長向け協議会の文部省提案に対してCIE教育課が与えた示唆に、図らずも露呈させていた700

校長の地位は、学校によって過剰な権威主義から完全なる権威の欠如まで、振れ幅が大きい

のが現状である。最近では校長の権威を再び主張する方向に明らかに振り子がふれているが、

文部省としては中心点で均衡がとれるように、すなわち校長の権威が戦前や戦中のようなも

のではなく民主的に用いられるような在り方を指導していくべきである。校長が積極的に学

校の責任を担うことについては、強く推奨されるべきである。・・・・・・教師個人や教師絶織、

あるいは組合が学校管理を委譲されることは、法的にあり得ないことである。

1948年通牒が出された半年後においても校長の最終決定者としての権威や責務が徹底されて

いないこと、すなわち校長に代わって職員会議等が意思決定を下す状況が、 CIE教育課も看過で
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きないほど広がっていたことが読み取れる。その点では、労働組合法にもとづき締結された労

働協約に盛り込むことで法的保証を得ていた「経営協議会j が、!司法改正を機にそれまでの労

働蚕食的機関から協調的機関に機能変容したとされる労働界とでは 71、事情が大きく異なって

くる。教育研究協議会の場合、通知による設置奨励というソフトな普及方法がとられたことが、

法的に規定されたことよりもむしろ厄介なことで、あったと言えるのかもしれない。制度の趣旨

徹底としづ意識レベルへのはたらきかけが一片の通知文を読ませることで実現するほど、現実

は容易くはない。ジョンソンが企図したように、校長と教職員との職務関係を法的に詳細に規

定し直すしか道はなかったのかもしれないが、結局そのような対応、がなされることはなく、手

引書などによる啓蒙がもっぱらとられた手段で、あった。それゆえ各地方の教育行政の担い手(と

りわけ地方軍政部)による取り組みの差が、校長の立場や職員会議の機能に関する慣行や理解

における地方問の差異を生みだす一因ともなったと筆者はみている。

付記:本研究は、平成 20"'22年度科学研究費補助金(基盤研究(C))r占領期日本における学校経

営参加紘織の制度化過程に関する研究Jによる研究成果の一部である。
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